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  令和６年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 

について、佐賀県（国公私立小・中・高・特別支援学校）の状況をお知らせします。 

 

 教育現場における生徒指導上の取組のより一層の充実に資するため、文部科学省が実施した標記調

査の結果における本県の状況については、下記のとおりです。 

  

記 

 

※ 義務教育学校については、前期課程を小学校、後期課程を中学校として計上しています。 

 

１ 暴力行為 

（１）発生件数（県内国公私立の小・中・高等学校） （単位：件） 

 
Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

小学校 １７２  １１０  １４０  ２２７ ３０５ 

中学校 ２２３  ２５１  ３２４  ４０１ ４１１ 

高等学校 ２６  ２９  ２１  ３９ ５０ 

計 
４２１  

（４．５） 

３９０  

（４．２） 

４８５  

（５．３） 

６６７    

（７．３） 

７６６ 

（８．５） 

全国国公私立 （５．１） （６．０）  （７．５） （８．７） （１０．４） 

  ※ （ ）内は、児童生徒１，０００人当たりの発生件数
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PRESS RELEASE

【 解  禁 】 

○ラジオ・テレビ １０月２９日（水）１７時 

○インターネット １０月２９日（水）１7時 

○新聞       １０月３０日（木）朝刊 
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（２）暴力行為の状況 

   ○ 小・中・高等学校における暴力行為の発生件数は、７６６件（前年度６６７件）であり、前年度から９

９件（前年度比１４．８％）増加している。児童生徒１，０００人当たりの発生件数は８．５件（前年度７．３件）

である。 

 

（３）公立学校における今後の取組 

○ 県教育委員会としては、引き続き、校内の生徒指導体制の充実や、生徒指導支援員（注1）や警察

などの関係機関等との連携により、未然防止や早期発見・早期対応、再発防止につなげていくよ

う県立学校及び市町教育委員会に指導・助言する。 

○ 加害児童生徒が悩みや課題等を抱えているケースも考えられるため、スクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカーを含む学校内の関係者がチームとして取り組み、関係機関と連

携した教育相談体制を充実させる取り組みを推進する。 

〇 日常の教育活動を通じて、児童生徒が「他者を思いやり、傷つけない人」に育つことを意識し

た、校内の雰囲気づくりや働きかけを行うよう県立学校及び市町教育委員会に指導・助言する。 

 

  注１：主に少年犯罪に関する法的な知識と非行少年対応等の経験を有する元警察官等を支援員と

して各教育事務所・支所に配置している。 

 

２ いじめ 

（１）認知件数（県内国公私立の小・中・高等学校・特別支援学校） （単位：件） 

 
Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

小学校 ３，５０４  ３，５０１  ３，９０５  ４，２６０ ４，５２３ 

中学校 １，０５１  １，２９９   １，５８９  １，７６９ ２，０８０ 

高等学校 ３１３  ３９５  ３８３  ３６６ ４２６ 

特別支援学校 ６２  ５４  ３９  ６０ ３８ 

計 
４，９３０  

（５１．７） 

５，２４９  

（５５．７） 

５，９１６  

（６３．５） 

６，４５５ 

（６９．９） 

７，０６７ 

（７７．３） 

全国国公私立 （３９．７） （４７．７） （５３．３） （５７．９） （６１．３） 

  ※ （ ）内は、児童生徒１，０００人当たりの認知件数 
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（２）「重大事態」の発生件数 

（県内国公私立の小・中・高等学校・特別支援学校）     （単位：校、件） 

 
Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

発生した学校数   ７      ４   ７  １３ １２ 

法第２８条第１項第１号に規定 

する「重大事態」（注２）発生件数 
  ２   ２   ２  １０ ８ 

法第２８条第１項第２号に規定 

する「重大事態」（注３）発生件数 
  ５    ２   ７  １０ ５ 

「重大事態」発生件数の計 
７  

（０．０７） 

４  

（０．０４） 

８（注４）  

(０．０９) 

  １５（注５） 

(０．１６) 

  １２（注６） 

(０．１３) 

全国国公私立の発生件数 
５１２  

（０．０４） 

７０５  

（０．０５） 

９１９  

(０．０７) 

１，３０６ 

(０．１０) 

１，４０５ 

(０．１１) 

 ※ 「重大事態」の発生件数とは、いじめ防止対策推進法第２８条第１項において、学校の設置者又は
学校は、重大事態に対処するために調査を行うものとすると規定されており、当該調査を行った
件数を把握したものをいう。 

  ※ （ ）内は、児童生徒１，０００人当たりの「重大事態」発生件数 
   
  注２：法第２８条第１項第１号に規定する「重大事態」とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の

生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」である。 
  注３：法第２８条第１項第２号に規定する「重大事態」とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が

相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」である。 

  注４：Ｒ４年度の「重大事態」発生件数の計は、第１号と第２号の複合事案が１件あり８件である。 

注５：Ｒ５年度の「重大事態」発生件数の計は、第１号と第２号の複合事案が５件あり１５件である。 

注６：Ｒ６年度の「重大事態」発生件数の計は、第１号と第２号の複合事案が１件あり１２件である。 

 

（３）いじめの状況 

○ 小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は、７，０６７件（前年度６，４５５

件）であり、前年度に比べ６１２件（前年度比９．５％）増加している。児童生徒１，０００人当たりの認

知件数は７７．３件（前年度６９．９件）である。前年度と比較すると、小学校、中学校及び高等学校

で増加している。 

○ 重大事態の発生件数は、１２件である。うち、いじめ防止対策推進法第２８条第１項第１号に規定

するものは８件、同項第２号に規定するものは５件である。 

 

（４）公立学校における今後の取組 

○ 県教育委員会としては、引き続き、できるだけ早い段階で法の定義（注７）によりいじめを認知し、

早期に組織的対応を行うことでいじめの重篤化を防ぐというこれまでの考え方を徹底させていく。 

○ いじめにより重大な被害が生じた疑いがあると認めるときは、速やかに、いじめ防止対策推進

法等に基づき適切な対応を行うよう、県立学校及び市町教育委員会に指導・助言する。 

 

   注７：「当該児童生徒が心身の苦痛を感じている。」、「当該児童生徒に心理的又は物理的な影響を

与える行為の事実がある。」という２点のいずれにも該当するもの。 
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３ 不登校 

（１）不登校児童生徒数（県内国公私立の小・中・高等学校）  （単位：人） 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

小学校 
４０３  

（８．７） 

 ５４９  

（１２．１） 

６６９  

（１４．９） 

７８５  

（１７．７） 

８５８ 

（１９．７） 

全国国公私立 （１０．０） （１３．０） （１７．０） （２１．４） （２３．０） 

中学校 
９１７  

（３８．１） 

 １，０９１  

（４４．８） 

 １，３４１  

（５５．６） 

 １，３９５  

（５８．３） 

１，３７０ 

（５７．７） 

全国国公私立 （４０．９） （５０．０） （５９．８） （６７．１） （６７．９） 

小・中学校計 
１，３２０  

（１８．８） 

１，６４０  

（２３．５） 

２，０１０  

（２９．１） 

２，１８０  

（３１．９） 

２，２２８ 

（３３．２） 

全国国公私立 （２０．５） （２５．７） （３１．７） （３７．２） （３８．６） 

高等学校 
２９８  

（１３．０） 

４０４  

（１８．１） 

４２９  

（１９．６） 

５５０  

（２５．２） 

４６５ 

（２１．１） 

全国国公私立 （１３．９） （１６．９） （２０．４） （２３．５） （２３．３） 

  ※ 令和３、４年度の調査において不登校児童生徒数は、「欠席日数」のみではなく、「欠席日数」と「出
席停止・忌引き等の日数」の合計が３０日以上の児童生徒のうち、不登校を主な理由とする者の数
である。 
不登校とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が

登校しないあるいはしたくともできない状況にあること（ただし、「病気」や「経済的理由」、「新型コ
ロナウイルスの感染回避」による者を除く。）をいう。 

  ※ （ ）内は、１，０００人当たりの不登校児童生徒数 
  ※ 高等学校通信制課程は、調査対象となっていない。 
 
（２）不登校の状況 

○ 小学校における不登校児童数は、８５８人（前年度７８５人）であり、７３人増加し、過去最多となっ

ている。１，０００人当たりでは、１９．７人（前年度１７．７人）であり、２．０人増加している。 

〇 中学校における不登校生徒数は、１，３７０人（前年度１，３９５人）であり、２５人減少している。１，０

００人当たりでは、５７．７人（前年度５８．３人）であり、０．６人減少している。 

   ○ 小・中学校全体における不登校児童生徒数は、２，２２８人（前年度２，１８０人）であり、４８人増加

しており、過去最多となっている。１，０００人当たりでは、３３．２人（前年度３１．９人）であり、１．３人

増加している。 

   ○ 高等学校における不登校生徒数は、４６５人（前年度５５０人）であり、８５人減少している。１，

０００人当たりでは、２１．１人（前年度２５．２人）であり、４．１人減少している。 

 

（３）公立学校における今後の取組 

○ 不登校の未然防止の取組として、すべての児童生徒が学校に来ること を楽しいと感じる魅力

的な学校づくりを進めるよう、県立学校及び市町教育委員会に指導・助言する。   

〇 学校がすべての児童生徒にとって安心して学べる場となり、苦しくなった時や困った時、すぐに

相談や支援につながることができるよう、教育相談コーディネーターを中心とした校内外のネット

ワークを強化し、スクールカウンセラー等の専門家も含めた組織的な教育相談体制の充実を図る。 
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〇 登校はできるけれども教室には入りづらい児童生徒には校内教育支援センター（別室）におけ

る支援、学校以外の場所なら通える児童生徒には県や各市町が設置する教育支援センターにお

ける支援、家から出ることが難しい児童生徒には訪問による支援等、一人一人の状況に応じた支

援の充実を図る。 

〇 保護者が孤立感を抱くことなく、必要な情報を得られるよう、保護者への支援の充実を図る。 

○ 県教育委員会としては、引き続き、児童生徒の社会的自立に向けて、一人一人の状況に応じた

切れ目のない段階的な支援の充実を図っていく。 

 

４ 高等学校中途退学 

（１）中途退学者数（県内公私立の高等学校）      （単位：人、（％）） 

 
Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

高等学校 
２６２  

（１．１） 

３０８  

（１．３） 

３００  

（１．３） 

２８９  

（１．３） 

３１０ 

（１．４） 

全国国公私立 （１．１） （１．２） （１．４） （１．５） （１．４） 

  ※ （ ）内は、各年度４月１日現在の在籍生徒数に占める中途退学者の割合 

 

（２）中途退学の状況 

  ○ 高等学校における中途退学者数は、３１０人（前年度２８９人）であり、前年度と比較すると、２１人

（前年度比７．３％）増加している。在籍生徒数に占める中途退学者の割合は、１．４％（前年度比１．

３％）である。 

 

（３）公立学校における今後の取組 

  〇 中途退学の事由や背景は様々であることから、教育相談等により多面的な生徒理解を図り、中

途退学の兆候の早期発見に努めるとともに、必要に応じて一人一人に適した指導・配慮をチーム

として行うよう指導する。 

○ 中途退学となった際には、新しい進路先の紹介や再入学についての説明、高等学校卒業程度

認定試験の紹介等の情報を提供するなどきめ細かな支援を行うよう指導する。 

 


